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こ
ん
な
議
案
を
審
議
し
ま
し
た

そ
こ
が
聞
き
た
い
一
般
質
問

委
員
会
の
う
ご
き

そ
の
他

条
例
の
制
定

原
案
可
決
（
賛
成
全
員
）

不
服
申
し
立
て
を
審
査
す
る
第
三

者
機
関
が
設
置
さ
れ
ま
す

行
政
不
服
審
査
法
の
全
部
改
正
に
よ

り
、
不
服
申
し
立
て
の
審
理
方
法
が
変
わ

り
ま
す
。
町
の
処
分
に
対
す
る
審
査
請
求

の
審
理
に
つ
い
て
は
町
の
審
理
員
が
行
い

ま
す
が
、
そ
の
裁
決
に
つ
い
て
有
識
者
か

ら
な
る
第
三
者
機
関
（
行
政
不
服
審
査
会
）

が
設
置
さ
れ
点
検
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

退
職
し
た
職
員
の
再
就
職
先
の
届

け
出
が
義
務
づ
け
ら
れ
ま
す

地
方
公
務
員
法
の
改
正
に
よ
り
、
退
職

し
た
職
員
が
営
利
企
業
等
に
再
就
職
し
た

場
合
、
退
職
前
の
一
定
期
間
に
就
い
て
い

た
職
務
に
対
す
る
現
役
職
員
へ
の
働
き
か

け
が
退
職
後
２
年
間
禁
止
さ
れ
、
再
就
職

先
の
届
け
出
が
義
務
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。

条
例
の
改
正

原
案
可
決
（
賛
成
全
員
）

職
員
の
人
事
評
価
、
退
職
評
価
等

の
状
況
が
公
表
さ
れ
ま
す

職
員
の
任
用
、
給
与
、
服
務
や
勤
務

条
件
な
ど
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま

で
も
年
１
回
公
表
し
て
い
ま
し
た
が
、
公

表
す
る
事
項
に「
人
事
評
価
の
状
況
」「
休

業
に
関
す
る
状
況
」「
退
職
管
理
の
状
況
」

が
新
た
に
追
加
さ
れ
ま
す
。

職
員
の
降
給
の
種
類
と
事
由
を
定

め
ま
す

地
方
公
務
員
法
の
改
正
に
伴
い
、
職

員
の
降
給
に
関
す
る
定
義
と
そ
の
事
由
を

定
め
ま
す
。
降
給
に
は
、
下
位
の
職
務
の

級
に
変
更
す
る
「
降
格
」
と
同
じ
級
の
下

位
の
号
級
に
変
更
す
る
「
降
号
」
が
あ
り

ま
す
。

玉
村
町
長
、副
町
長
、教
育
長
、議
員
、

職
員
の
給
与
が
改
定
さ
れ
ま
す

平
成
27
年
度
群
馬
県
人
事
委
員
会
勧

告
に
よ
り
、職
員
の
勤
勉
手
当
が
０・１
ヵ

月
引
き
上
げ
ら
れ
る
の
に
伴
い
、
町
長
・

副
町
長
・
教
育
長
・
議
員
の
期
末
手
当
を

０・
１
ヵ
月
引
き
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
職

員
に
つ
い
て
は
、
民
間
と
の
格
差
を
解
消

す
る
た
め
平
成
27
年
度
の
給
料
月
額
を
平

均
０・
３
％
引
き
上
げ
ま
す
が
、
国
の
給

与
制
度
の
総
合
的
見
直
し
に
準
じ
て
平
成

28
年
度
か
ら
給
料
月
額
を
平
均
２
％
引
き

下
げ
ま
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
12
月

の
納
期
が
変
わ
り
ま
す

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
収
納
業

務
が
税
の
収
納
業
務
と
一
本
化
さ
れ
る
こ

と
に
伴
い
、
普
通
徴
収
に
係
る
12
月
の
納

期
が
「
12
月
31
日
ま
で
」
か
ら
「
12
月
25

日
ま
で
」
に
変
更
に
な
り
ま
す
。

勤
労
者
住
宅
資
金
融
資
と
勤
労
者

生
活
資
金
融
資
を
廃
止
し
ま
す

民
間
金
融
機
関
等
に
よ
る
独
自
融
資

の
充
実
や
低
金
利
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
融

資
制
度
の
利
用
者
が
こ
こ
数
年
い
な
い

状
況
で
あ
る
た
め
、
勤
労
者
住
宅
資
金
融

資
と
勤
労
者
生
活
資
金
融
資
は
廃
止
さ

れ
ま
す
。

人
事
案
件

人
権
擁
護
委
員
候
補
者
の
推
薦
に

同
意

　
　
川
井
　
恵
美
子
　

さ
ん（
福
島
・
49
歳
）再

任

平
成
28
年
６
月
30
日
で
任
期
満
了
に

な
り
ま
す
が
、
町
長
か
ら
意
見
を
求
め
ら

れ
、
人
権
擁
護
委
員
候
補
者
の
推
薦
に
同

意
し
ま
し
た
。

〈賛否が分かれた議案の内訳〉　賛成：○　反対：× 

議　案　名
結
果

月
田
 
均

渡
辺
俊
彦

石
内
國
雄

笠
原
則
孝

斉
藤
嘉
和

備
前
島
久
仁
子

川
端
宏
和

島
田
榮
一

町
田
宗
宏

三
友
美
惠
子

柳
沢
浩
一

浅
見
武
志

石
川
眞
男

宇
津
木
治
宣

筑
井
あ
け
み

髙
橋
茂
樹

専決処分を報告し承
認を求めることにつ
いて

不
承
認

× ○ × × × × × × ○ × × ○ × × ○ 議長

　（議長は賛否が同数の時に表決に加わります）　（審議した議案等の一覧と審議結果はホームページに掲載しています）




